
１　住宅の新築又は購入をされた方

２　住宅の増改築等をされた方 ※工事の種類は、「増改築等工事証明書」でご確認ください。

住宅の取得等に係る税額控除について（判定表）

【対象となる税額控除】【工事の種類】

　住宅の新築又は購入をされた方は「１」を、住宅の増改築等をされた方は「２」を、一定の条件の下、再び居住の用
に供した方は「３」をご覧いただき、「対象となる税額控除」をご確認ください。詳しい内容は、該当する説明書をご
覧ください。
　なお、複数の税額控除から１つを選択できる場合がありますが、いずれの税額控除が有利となるかは、毎年の所得金
額や借入金等の年末残高などによって異なります。また、一度、確定申告において選択した税額控除は、その後、更正
の請求や修正申告により変更することはできません。

【住宅の種類】 【対象となる税額控除】【住宅借入金等】

【住宅借入金等】

A1(※)、A２、Eから１つを選択
※ A1とA2では、A2の方が控除限度額が

大きいため、一般的に有利になります。
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A４、B１、D１から１つを選択

A４、B２、D２から１つを選択

A４、B３、D３から１つを選択

Ａ４
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新 築

バ リ ア フ リ ー

改 修 工 事

省エネ改修工事
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耐久性向上改修工事
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D２

Ｄ3

D４

適用なし

バ リ ア フ リ ー

改 修 工 事

省エネ改修工事

多 世 帯 同 居

改 修 工 事

耐久性向上改修工事

上 記 以 外
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C

A４、B２、D４から１つを選択

住宅耐震改修工事

住宅耐震改修工事



３　転勤に伴う転居などやむを得ない事由により居住の用に供さなくなった後、
　　再び居住の用に供した場合
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